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確
定
申
告
は
お
早
め
に

　
平
成
３０
年
分
の
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別

所
得
税
の
確
定
申
告
期
間
は
平
成
３１
年
２
月

１８
日（
月
）か
ら
３
月
１５
日（
金
）ま
で
で
す
。

還
付
申
告
は
、
平
成
３１
年
２
月
１５
日（
金
）以

前
で
も
行
え
ま
す（
税
務
署
の
閉
庁
日（
土・

日
、
祝
日
な
ど
）は
、
相
談
お
よ
び
申
告
書

の
受
け
付
け
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
門
真

税
務
署
で
は
２
月
２４
日
と
３
月
３
日
に
限

り
、
相
談
お
よ
び
申
告
書
の
受
け
付
け
を
行

い
ま
す
）。

　
期
限
間
近
は
、
税
務
署
が
大
変
混
雑
し
、

相
談
お
よ
び
申
告
書
の
受
け
付
け
に
長
時
間

お
待
ち
い
た
だ
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

申
告
書
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
確
定

申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」で
作
成
し
、
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
に
よ
る
送
信
、
郵
便
や
信
書
便
に

よ
る
送
付
ま
た
は
税
務
署
の
時
間
外
収
受
箱

へ
の
投と

う
か
ん函

に
よ
る
提
出
が
便
利
で
す
の
で
、

申
告
書
は
自
身
で
作
成
し
、
で
き
る
だ
け
早

め
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の

�

確
定
申
告

　
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定

申
告
は
、
毎
年
１
月
１
日
か
ら
１２
月
３１
日
ま

で
の
１
年
間
に
生
じ
た
全
て
の
所
得
の
金
額

と
そ
れ
に
対
す
る
所
得
税
な
ど
の
額
を
計
算

し
、
申
告
期
限
ま
で
に
確
定
申
告
書
を
提
出

し
て
、
源
泉
徴
収
さ
れ
た
税
金
や
予
定
納
税

で
納
め
た
税
金
な
ど
と
の
過
不
足
を
精
算
す

る
手
続
き
で
す
。

注�

２
０
１
３
年
分
か
ら
２
０
３
７
年
分
ま

で
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
を
図
る

た
め
の
施
策
に
必
要
な
財
源
を
確
保
す
る

た
め
、
復
興
特
別
所
得
税
を
所
得
税
と
併

せ
て
申
告・
納
付
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い

ま
す
。

《
医
療
費
控
除
の
改
正
》（
平
成
２９
年
分
の
確

定
申
告
か
ら
）

　
医
療
費
控
除
の
適
用
を
受
け
る
際
、
領
収

書
の
提
出
が
不
要
と
な
り
、
領
収
書
の
代
わ

り
に
医
療
費
控
除
の
明
細
書
の
添
付
が
必
要

と
な
り
ま
し
た
。

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
作
成
可　

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
確
定
申
告
書

等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」で
、
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン

な
ど
か
ら
申
告
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
当
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
給
与
所
得
者
ま
た
は

年
金
所
得
者
向
け
の
申
告
書
作
成
画
面
を
用

意
し
て
い
ま
す
。
初
め
て
で
も
操
作
が
し
や

す
い
画
面
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
利
用
し

て
く
だ
さ
い
。

　
税
務
署
で
発
行
す
る
Ｉ
Ｄ
と
パ
ス
ワ
ー
ド

を
取
得
す
れ
ば
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
が
不
要
と
な

り
、
ス
マ
ホ
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
か
ら
で
も
ｅ－

Ｔ
ａ
ｘ
に
よ
る
送
信
が
で
き
ま
す（
Ｉ
Ｄ・パ

ス
ワ
ー
ド
方
式
）。

　

Ｉ
Ｄ
と
パ
ス
ワ
ー
ド
は
、
本
人
確
認
を

行
っ
た
後
に
発
行
し
ま
す
の
で
、
発
行
を
希

望
す
る
場
合
は
、
運
転
免
許
証
な
ど
の
本
人

確
認
書
類
を
持
参
の
上
、
自
宅
や
勤
務
先
な

ど
の
近
く
の
税
務
署
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

お
知
ら
せ

個
人
市・府
民
税
の
申
告

　

個
人
市・
府
民
税（
以
下「
個
人
住
民
税
」）

の
申
告
は
、
３
月
１５
日（
金
）ま
で
で
す
。

　
平
成
３１
年
１
月
１
日
に
守
口
市
に
居
住
し

て
い
る
人
は
、
個
人
住
民
税
の
申
告
が
必
要

で
す
。

　
た
だ
し
、
税
務
署
へ
確
定
申
告
書
を
提
出

す
る
人
や
勤
務
先
で
年
末
調
整
を
し
た
人

（
給
与
以
外
の
所
得
が
な
い
場
合
）は
、
個
人

住
民
税
の
申
告
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　
年
金
受
給
者
は
、
確
定
申
告
や
個
人
住
民

税
の
申
告
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
平
成
３０
年
中
に
無
収
入
の
人
や
、

収
入
が
あ
っ
て
も
個
人
住
民
税
が
非
課
税
と

な
る
人
は
申
告
不
要
で
す
が
、
課
税
証
明
書

が
必
要
な
場
合
や
国
民
健
康
保
険
料
な
ど
の

手
続
き
で
必
要
な
場
合
に
は
、
個
人
住
民
税

の
申
告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

注�

大
阪
北
部
地
震・
台
風
２１
号
に
被
災
さ
れ

た
人
で
、
損
害
額
の
程
度
に
よ
り
雑
損
控

除
が
受
け
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
担
当
ま
で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

申
告
期
間・会
場　

　
個
人
住
民
税
の
申
告
の
受
け
付
け
を
次
の

と
お
り
行
い
ま
す
。
郵
送
で
も
申
告
で
き
ま

す
の
で
、申
告
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

収
入
お
よ
び
所
得
控
除
を
証
明
す
る
資
料
を

同
封
し
て
、
課
税
課
市
民
税
担
当
へ
送
付
し

て
く
だ
さ
い
。

時�

２
月
６
日（
水
）～
３
月
１５
日（
金
）午
前
９

時
～
午
後
５
時
３０
分

備�

土・日
、祝
日
を
除
く
。

場
課
税
課
市
民
税
担
当

注�

臨
時・
休
日
受
付
も
行
い
ま
す
の
で
、
利

用
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
に
必
要
な
も
の　

▽
印
鑑

▽
個
人
住
民
税
の
申
告
書

▽�

収
入
を
証
明
す
る
書
類（
給
与
や
公
的
年

金
な
ど
の
源
泉
徴
収
票
や
、
収
入
内
訳
書

な
ど
）

▽�

所
得
控
除
を
証
明
す
る
書
類（
社
会
保
険

料
の
支
払
証
明
や
、
生
命
保
険
料
な
ど
の

控
除
証
明
書
、
医
療
費
の
明
細
書
な
ど
）

▽�

個
人
番
号
の
確
認
お
よ
び
本
人
確
認
が
で

き
る
も
の

・�

個
人
番
号
確
認
書
類（
い
ず
れ
か
１
点
の

提
示
）

個
人
番
号
カ
ー
ド
、
通
知
カ
ー
ド
、
個
人
番

号
が
記
載
さ
れ
た
住
民
票
の
写
し
、
住
民
票

記
載
事
項
証
明
書

・�

本
人
確
認
書
類（
①
、
②
ど
ち
ら
か
１
点

ま
た
は
③
の
う
ち
２
点
の
提
示
）

①
個
人
番
号
カ
ー
ド

②�

顔
写
真
付
き
の
身
分
証
明
書（
運
転
免
許

証
、パ
ス
ポ
ー
ト
、身
体
障
が
い
者
手
帳
、

学
生
証
な
ど
）

③�

顔
写
真
の
無
い
身
分
証
明
書（
保
険
証
、

年
金
手
帳
、
児
童
扶
養
手
当
証
書
、
特
別

児
童
扶
養
手
当
証
書
、各
種
源
泉
徴
収
票
、

保
険
料
控
除
証
明
書
な
ど
）

注�

昨
年
個
人
住
民
税
の
申
告
を
し
て
い
る
人

に
、
申
告
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
新
た

に
個
人
住
民
税
の
申
告
書
が
必
要
な
人

は
、
課
税
課
市
民
税
担
当
へ
連
絡
し
て
く

だ
さ
い
。

　
な
お
、
所
得
税
の
確
定
申
告
や
還
付
申
告

は
、
市
役
所
で
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。

問
課
税
課
市
民
税
担
当

℡�

０
６
･
６
９
９
２
･
１
４
５
６

Ｉ
Ｄ・パ
ス
ワ
ー
ド
方
式
は
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
お
よ
び
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ

が
普
及
す
る
ま
で
の
暫
定
的
な
対
応
で
す
。

社
会
保
障・税
番
号（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）制
度

　

社
会
保
障・税・
災
害
対
策
分
野
に
お
い

て
、
行
政
手
続
き
の
効
率
性・
透
明
性
を
高

め
、
国
民
に
と
っ
て
利
便
性
の
高
い
公
平・

公
正
な
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
社
会
保
障・
税
番
号（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）

制
度
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。

問
い
合
わ
せ
は
電
話
で　

▽�

事
前
準
備
、
送
信
方
法
、
エ
ラ
ー
解
消
な

ど
作
成
コ
ー
ナ
ー
の
使
い
方
に
関
す
る
問

い
合
わ
せ

問�

ｅ－

Ｔ
ａ
ｘ
・
作
成
コ
ー
ナ
ー
ヘ
ル
プ
デ

ス
ク

℡�

０
５
７
０
・
０
１
・
５
９
０
１

右
記
の
電
話
番
号
が
利
用
で
き
な
い
場
合

℡�

０
３
・
５
６
３
８
・
５
１
７
１

受
付
時
間　
月
～
金
曜
日
、
午
前
９
時
～
午

後
５
時（
祝
日
お
よ
び
１２
月
２９
日
～
１
月
３

日
を
除
く
）

備�

受
付
時
間
は
、
時
期
に
よ
り
延
長
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
最
新
の
情
報
を
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

▽�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
関
す
る
問
い
合

わ
せ

問
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

�

０
１
２
０
・
９
５
・
０
１
７
８

受
付
時
間　
月
～
金
曜
日
、
午
前
９
時
３０
分

～
午
後
８
時（
土・日
、祝
日
は
午
前
９
時
３０

分
～
午
後
５
時
３０
分
、
１２
月
２９
日
～
１
月
３

日
を
除
く
）

備�

受
付
時
間
は
、
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
内
閣
府
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
の
電

話
番
号
が
利
用
で
き
な
い
場
合

℡�

０
５
０
・
３
８
１
８
・
１
２
５
０

【本人確認書類の例】
　例１���マイナンバーカード
　例２����通知カード＋運転免許証、公的医療保険の被保険者証���など�

自宅などのパソコンからe-Taxで送信する場合は、本人確認書類を
別途送付する必要はありません。

申告者本人や控除対象配偶者、扶養親族およ
び事業専従者などのマイナンバーの記載が必
要です。

申告者本人の本人確認書類の提示または写しの添付が
必要です。
注�控除対象配偶者、扶養親族および事業専従者などの
本人確認書類の提示などは不要です。

所得税および復興特別所得税の確定申告書の提出には

マイナンバー（12桁）の記載

本人確認書類の提示又は写しの添付

▽�
申
告
書
の
作
成
な
ど
に
あ
た
っ
て
不
明
な

点
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

　
最
寄
り
の
税
務
署
で
は
、
自
動
音
声
通
話

に
よ
り
案
内
し
て
い
ま
す
の
で
、
相
談
内
容

に
応
じ
て
該
当
の
番
号
を
選
択
し
て
く
だ
さ

い
。

問
門
真
税
務
署

℡�

０
６
・
６
９
０
９
・
０
１
８
１

＋

臨時・休日受付会場
日程 受付会場 受付時間

２月��４日（月） 東部エリア
コミュニティセンター

１１：００～１３：００
２月��５日（火） 庭窪

コミュニティセンター

３月１０日（日） 市役所２階南エリア
課税課市民税担当 １０：００～１５：００


